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ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　町では、耐震性や設備の老朽化など、課題を抱える現庁舎の状況を総合的に判断
し、平成 27 年度までの完成を目標に新庁舎建設を検討しています。
　本年７月 18 日に策定しました基本方針に基づき、新庁舎建設に向けた基本理念
や必要な規模、機能などの内容について、基本方針をより具体化させた「幕別町新
庁舎建設基本構想（案）」をまとめました。
　基本構想の策定に際しては、より多くの住民の皆さまの声を反映させ、庁舎のあ
り方を検討していく必要があると考え、新庁舎建設基本構想（案）に対するパブリッ
クコメントを実施します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　■問い合わせ先　企画室　TEL【幕】54-6610

　

新
庁
舎
は
、
今
後
の
行
政
需
要
に
柔

軟
に
対
応
し
、
効
率
的
な
行
政
運
営
を

可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
町
民
の
皆
さ

ま
に
親
し
ま
れ
る
庁
舎
で
あ
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ

き
、『
人
と
環
境
に
優
し
く
、
町
民
に
開

か
れ
た
、
町
民
の
参
加
と
協
働
に
よ
る

「
ま
ち
づ
く
り
の
拠
点
」』
と
な
る
こ
と

を
新
庁
舎
の
基
本
理
念
と
し
ま
す
。

１□ 

共
通
機
能

　

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
理
念
を

取
り
入
れ
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
、
子

ど
も
な
ど
誰
も
が
利
用
し
や
す
い
庁
舎

を
目
指
す
と
と
も
に
、
環
境
負
荷
を
低

減
す
る
た
め
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の

導
入
を
検
討
し
、
省
資
源
・
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
対
策
を
推
進
し
ま
す
。

２□ 

主
な
基
本
機
能

○
住
民
利
用
が
多
い
窓
口
の
低
層
階
へ

の
配
置
や
関
連
窓
口
の
近
接
配
置
な

ど
に
よ
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス

手
法
の
導
入

○
時
代
の
変
化
な
ど
に
柔
軟
に
対
応
で

き
る
仕
切
り
の
な
い
オ
ー
プ
ン
フ
ロ

新
庁
舎
の
基
本
理
念

新
庁
舎
の
機
能

ア
の
導
入

○
災
害
対
策
本
部
会
議
室
な
ど
の
防
災

対
策
機
能
の
導
入

○
イ
ベ
ン
ト
広
場
な
ど
、
多
目
的
に
利

用
で
き
る
機
能
を
確
保
し
た
庁
舎
前

広
場
の
検
討

○
住
民
活
動
や
展
示
会
な
ど
多
目
的
に

活
用
で
き
る
交
流
ス
ペ
ー
ス
や
喫
茶

コ
ー
ナ
ー
の
導
入
の
検
討

○
議
場
は
、
住
民
に
開
か
れ
た
議
会
機

能
の
確
保
を
図
り
、
傍
聴
席
は
住
民

ニ
ー
ズ
に
配
慮
し
た
利
用
し
や
す
い

つ
く
り
と
し
ま
す
。

○
照
明
や
空
調
・
換
気
設
備
は
省
エ
ネ

に
配
慮
し
、
個
別
使
用
（
部
屋
ご
と

の
使
用
な
ど
）
に
対
応
し
た
シ
ス
テ

ム
の
導
入

　

新
庁
舎
の
規
模

を
想
定
す
る
た
め

の
基
本
指
標
と
し

て
、
想
定
す
る
職

員
数
や
議
員
数
を

下
記
の
表
の
と
お

り
設
定
し
ま
す
。

新
庁
舎
の
基
本
指
標

区分 想定数

新庁舎に配置
する職員数 171 人　

町議会議員数 20 人　

　

新
庁
舎
へ
の
配
置
を
想
定
す
る
部
署

は
、
現
状
の
組
織
機
構
を
基
本
と
し
ま

す
が
、
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
配
置
し

て
い
る
福
祉
課
（
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

を
除
く
。）、
こ
ど
も
課
、
保
健
課
の
３

課
の
行
政
機
能
は
、
住
民
の
利
便
性
や

関
係
部
署
と
の
連
携
を
考
慮
し
、
新
庁

舎
の
建
設
に
合
わ
せ
て
、
庁
舎
内
に
集

約
す
る
方
向
で
検
討
し
ま
す
。
ま
た
、

職
員
数
に
つ
い
て
も
、
今
後
も
国
か
ら

の
事
務
の
移
管（
権
限
移
譲
）に
伴
う
業

務
量
の
増
加
な
ど
が
見
込
ま
れ
る
こ
と

か
ら
、
人
口
減
少
の
傾
向
に
は
あ
る
も

の
の
、
現
状
に
お
け
る
職
員
数
を
基
準

と
し
て
、
新
庁
舎
に
配
置
す
る
職
員
数

を
想
定
し
ま
す
。

　

平
成
23
年
度
に
廃
止
さ
れ
た
地
方
債

起
債
計
画
の
起
債
対
象
事
業
算
定
基
準

で
算
出
す
る
と
、
総
標
準
面
積
は
約

４
５
１
７
㎡
と
な
り
ま
す
。

　

新
庁
舎
の
規
模
は
、
こ
の
総
標
準
面

積
を
基
本
に
、「
新
庁
舎
の
機
能
」
に

記
載
し
て
い
る
考
え
方
を
取
り
入
れ
た

ス
ペ
ー
ス
の
確
保
等
を
考
慮
し
、
想
定

面
積
を
お
お
む
ね
５
０
０
０
㎡
か
ら

５
３
０
０
㎡
程
度
と
し
ま
す
。

新
庁
舎
の
規
模

　　　　庁舎建設基本構想   に(案)幕別町新
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て
い
き
ま
す
。

１□ 

 

相
談
業
務
の
拡
充

　

現
在
、
札
内
支
所
（
札
内
福
祉
セ
ン

タ
ー
）
に
お
い
て
開
設
し
て
い
る
健
康

相
談
は
週
３
回
で
す
が
、
札
内
地
区
に

お
け
る
保
健

福
祉
関
連
業

務
の
拡
充
の

一
つ
と
し
て
、

下
記
の
表
の

と
お
り
開
設

日
程
等
の
変

更（
拡
充
）
を

計
画
し
て
い

ま
す
。

２□ 
 

業
務
実
施
体
制
の
強
化

　

各
種
届
出
や
更
新
手
続
な
ど
、
利
用

者
で
混
雑
す
る
６
月
～
８
月
の
時
期
に

本
庁
各
課
と
連
携
を
図
り
担
当
職
員
が

札
内
支
所
に
お
い
て
受
付
業
務
を
行
う

な
ど
、
利
便
性
の
向
上
に
向
け
た
取
組

の
強
化
（
業
務
内
容
に
応
じ
た
臨
時
窓

口
の
開
設
な
ど
）
を
進
め
ま
す
。

３□ 

 

札
内
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
あ
り
方

　

札
内
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
現
在
実
施

し
て
い
る
耐
震
診
断
の
結
果
（
平
成
24

年
10
月
予
定
）
を
踏
ま
え
て
、
利
用
状

況
や
札
内
支
所
機
能
の
拡
充
の
あ
り
方

を
総
合
的
に
判
断
し
、
耐
震
補
強
な
ど

の
必
要
性
を
検
討
し
ま
す
。
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幕
別
町
全
体
の
均
衡
あ
る
発
展
に
貢

献
す
る
こ
と
や
消
防
署
や
警
察
と
至
近

な
位
置
に
あ
り
、
防
災
拠
点
と
し
て
の

立
地
性
が
高
い
な
ど
の
観
点
か
ら
、
新

庁
舎
の
建
設
位
置
は『
現
庁
舎
敷
地（
北

側
）』
を
選
定
し
ま
し
た
。

１□ 

 

建
設
費
用

　

事
業
費
は
、
施
設
の
構
造
や
デ
ザ
イ

ン
、
設
備
内
容
の
仕
様
に
よ
っ
て
大
き

く
変
動
し
ま
す
。
今
後
、
基
本
設
計
の

段
階
で
庁
舎
機
能
等
の
具
体
化
と
事
業

費
の
積
算
を
行
い
、
平
成
25
年
度
に
予

定
し
て
い
る
実
施
設
計
の
段
階
で
精
査

し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
、

新
庁
舎
の
建
設
に
つ
い
て
は
、
華
美
な

要
素
を
排
除
し
、
無
駄
を
省
い
た
ス
リ

ム
な
庁
舎
を
目
指
し
、
費
用
の
抑
制
に

努
め
ま
す
。

２□ 

 

財
源
の
検
討

　

新
庁
舎
建
設
に
際
し
て
は
、
合
併
特

例
債
の
活
用
を
考
え
て
い
ま
す
が
、
可

能
な
範
囲
で
建
設
資
金
と
な
る
基
金
の

積
み
立
て
を
行
い
、
ま
た
新
庁
舎
に
導

入
を
検
討
し
て
い
る
機
能
に
関
連
し
た

各
種
補
助
事
業
な
ど
を
最
大
限
活
用

し
、
起
債
の
借
入
額
と
一
般
財
源
の
抑

制
を
図
り
、
他
の
施
策
の
事
業
予
算
に

影
響
を
与
え
る
こ
と
な
く
事
業
を
進
め

新
庁
舎
の
位
置

建
設
事
業
計
画

札
内
支
所
の
機
能
拡
充

パブリックコメントの実施

　　　　庁舎建設基本構想   に

【現状】
開設日 開設時間
月曜日 ９時～ 17 時

水曜日、金曜日 ９時～ 12 時

【拡充後】
開設日 開設時間

月曜日～金曜日 ９時～ 17 時

➡

幕別町新




